
事 務 連 絡 

令和５年７月４日 

区市町村教育委員会指導事務主管課長 殿 

東京都教育庁総務部情報企画担当課長  

 

 

「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン」の 

作成について（通知） 

 

 

このことについて、令和５年７月４日付５文科初第 758 号にて文部科学省初等中等教育

局長より周知の依頼がありました。 

つきましては、貴管下学校へ周知をお願いします。 

なお、本ガイドラインを受けた都立学校における生成 AI の取り扱いについては近日中

に周知し、区市町村教育委員会には参考送付する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

〔担  当〕 

東京都教育庁総務部主 任 指 導 主 事  瀧田 健二 

教育政策課統括指導主事  松浦  献 

教育政策課指導主事  藤田 信幸 

  E-mail：kyoiku_ict_joho@section.metro.tokyo.jp 
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